
平
成
二
十
年
十
二
月
九
日
受
領

答

弁

第

三

〇

三

号

内
閣
衆
質
一
七
〇
第
三
〇
三
号

平
成
二
十
年
十
二
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
死
亡
事
故
を
起
こ
し
た
シ
ン
ド
ラ
ー
社
製
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
は
じ
め
警
察
に
押
収
さ
れ
た
事
故

を
起
こ
し
た
製
品
の
調
査
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
死
亡
事
故
を
起
こ
し
た
シ
ン
ド
ラ
ー
社
製
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
は
じ
め
警
察
に
押
収
さ
れ
た

事
故
を
起
こ
し
た
製
品
の
調
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
事
故
に
関
し
、
特
定
行
政
庁
で
あ
る
東
京
都
か
ら
、
警
視
庁
に
よ
り
事
故
現
場
へ
の

立
入
り
が
事
故
発
生
当
初
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
の
報
告
を
受
け
た
こ
と
及
び
当
該
事
故
機
が
警
視
庁
に
よ
り
捜
査
の
た
め
押

収
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
事
故
発
生
か
ら
本
年
九
月
ま
で
の
間
、
警
視
庁
に
対
し
て
同
省
に
よ
る
事
故
機
の
調
査
に
関
す

る
要
請
を
行
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
警
視
庁
に
よ
る
捜
査
を
優
先
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
適
正
な
対

応
を
行
っ
て
き
た
と
考
え
て
い
る
。

国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
事
故
の
発
生
か
ら
約
二
年
半
が
経
過
し
て
も
事
故
原
因
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い

こ
と
等
を
踏
ま
え
、
本
年
十
月
に
、
警
察
庁
を
介
し
て
警
視
庁
に
対
し
、
事
故
の
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
の
社
会
資
本
整
備

審
議
会
に
よ
る
事
故
機
の
調
査
に
つ
い
て
要
請
し
た
と
こ
ろ
、
捜
査
当
局
か
ら
調
査
は
可
能
で
あ
る
旨
の
回
答
が
あ
っ
た
こ

一



と
か
ら
、
調
査
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

警
視
庁
に
よ
る
と
、
御
指
摘
の
事
故
機
を
押
収
し
た
後
、
国
土
交
通
省
か
ら
事
故
機
の
調
査
に
関
す
る
要
請
を
受
け
た
こ

と
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
本
年
十
月
に
、
同
省
か
ら
当
該
要
請
を
初
め
て
受
け
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
と
し
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。

四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
過
去
五
年
間
に
発
生
し
た
シ
ン
ド
ラ
ー
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社
製
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
係
る
人
身

事
故
と
し
て
把
握
し
て
い
る
も
の
は
、
「
本
事
故
以
前
」
で
あ
る
平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
六
月
三
日
ま
で

の
間
に
発
生
し
た
一
件
の
事
故
及
び
「
本
事
故
後
」
で
あ
る
平
成
十
八
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
八
月
二
十
日
ま
で
の

間
に
発
生
し
た
三
件
の
事
故
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
故
の
発
生
日
及
び
態
様
は
、
特
定
行
政
庁
に
よ
れ
ば
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
な
お
、
御
指
摘
の
事
故
と
類
似
の
態
様
の
も
の
は
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
事
故
の
原
因
に
つ
い
て
は
把
握
し
て

い
な
い
。

�

「
本
事
故
以
前
」

二



�
平
成
十
八
年
一
月
十
四
日

か
ご
の
着
床
位
置
の
ず
れ

�

「
本
事
故
後
」

�
平
成
十
八
年
六
月
二
十
四
日

か
ご
の
着
床
位
置
の
ず
れ

�
平
成
十
八
年
十
月
二
十
九
日

か
ご
の
着
床
位
置
の
ず
れ

�
平
成
十
九
年
九
月
十
二
日

主
索
の
す
べ
り

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
事
故
機
と
同
機
種
を
現
在
も
使
用
し
て
い
る
ケ
ー
ス
」
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平

成
二
十
年
十
月
二
十
四
日
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
一
二
五
号
）
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
過
去
五
年
間
に
発
生
し
た
シ
ン
ド
ラ
ー
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社
製
以
外
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
係

る
人
身
事
故
と
し
て
把
握
し
て
い
る
も
の
は
、
「
本
事
故
以
前
」
で
あ
る
平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
六
月
三

日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
八
件
の
事
故
及
び
「
本
事
故
後
」
で
あ
る
平
成
十
八
年
六
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
八
月
二
十
日

ま
で
の
間
に
発
生
し
た
十
七
件
の
事
故
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
故
の
発
生
日
、
事
故
機
の
メ
ー
カ
ー
名
等
及
び
態
様
は
、

特
定
行
政
庁
等
に
よ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
事
故
の
原
因
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

三



�

「
本
事
故
以
前
」

�
平
成
十
五
年
十
月
十
七
日

ナ
シ
ョ
ナ
ル
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
工
業
株
式
会
社

戸
の
す
き
間
か
ら
の
転
落

�
平
成
十
六
年
七
月
八
日

三
菱
電
機
株
式
会
社

戸
へ
の
挟
ま
れ

�
平
成
十
六
年
七
月
十
五
日

フ
ジ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

戸
の
す
き
間
等
へ
の
引
き
込
ま
れ

�
平
成
十
七
年
一
月
二
十
七
日

日
本
オ
ー
チ
ス
・
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社

戸
の
す
き
間
か
ら
の
転
落

�
平
成
十
七
年
五
月
七
日

横
浜
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社

戸
を
突
き
破
っ
て
転
落

�
平
成
十
七
年
七
月
七
日

フ
ジ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

戸
の
開
閉
異
常

	
平
成
十
七
年
十
一
月
十
三
日

株
式
会
社
日
立
製
作
所

閉
じ
込
め



平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日

フ
ジ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

閉
じ
込
め

�

「
本
事
故
後
」

�
平
成
十
八
年
七
月
八
日

株
式
会
社
日
立
製
作
所

閉
じ
込
め

�
平
成
十
八
年
八
月
七
日

個
人

か
ご
下
面
へ
の
挟
ま
れ

�
平
成
十
八
年
八
月
十
四
日

株
式
会
社
日
立
製
作
所

か
ご
の
着
床
位
置
の
ず
れ

四



�
平
成
十
八
年
八
月
十
八
日

日
本
オ
ー
チ
ス
・
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社

閉
じ
込
め

�
平
成
十
八
年
八
月
二
十
二
日

三
精
輸
送
機
株
式
会
社

戸
の
す
き
間
等
へ
の
引
き
込
ま
れ

�
平
成
十
八
年
八
月
二
十
七
日

日
本
オ
ー
チ
ス
・
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社

戸
の
す
き
間
等
へ
の
引
き
込
ま
れ

�
平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日

株
式
会
社
日
立
製
作
所

戸
に
引
っ
か
か
っ
た
ひ
も
に
よ
る
指
の
切
断

�
平
成
十
八
年
十
月
二
十
五
日

株
式
会
社
日
立
製
作
所

戸
に
引
っ
か
か
っ
た
ひ
も
に
よ
る
指
等
の
切
断

�
平
成
十
九
年
四
月
十
八
日

株
式
会
社
日
立
製
作
所

戸
の
開
放
に
よ
る
転
落

�
平
成
十
九
年
六
月
五
日

フ
ジ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

か
ご
の
着
床
位
置
の
ず
れ

	
平
成
十
九
年
六
月
八
日

フ
ジ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

戸
の
す
き
間
等
へ
の
引
き
込
ま
れ



平
成
十
九
年
七
月
二
十
八
日

株
式
会
社
日
立
製
作
所

戸
の
す
き
間
等
へ
の
引
き
込
ま
れ

�
平
成
十
九
年
九
月
十
四
日

日
本
オ
ー
チ
ス
・
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社

閉
じ
込
め

�
平
成
二
十
年
三
月
三
日

三
菱
電
機
株
式
会
社

か
ご
の
着
床
位
置
の
ず
れ


平
成
二
十
年
三
月
七
日

東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社

戸
の
す
き
間
等
へ
の
引
き
込
ま
れ

�
平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

フ
ジ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

戸
の
す
き
間
等
へ
の
引
き
込
ま
れ

五



�
平
成
二
十
年
八
月
十
二
日

株
式
会
社
日
立
製
作
所

戸
の
す
き
間
等
へ
の
引
き
込
ま
れ

四
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
メ
ー
カ
ー
や
関
連
保
守
会
社
等
」
の
対
象
範
囲
が
明
確
で
な
く
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
網
羅
的

に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
の
間
に
中
央
省
庁
の
課
長
・
企
画
官
相

当
職
以
上
で
退
職
し
た
国
家
公
務
員
の
う
ち
、
社
団
法
人
日
本
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
協
会
の
会
員
で
あ
っ
て
、
同
協
会
が
把
握
し

て
い
る
平
成
十
九
年
度
末
に
お
け
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
台
数
に
占
め
る
シ
ェ
ア
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
会
社
（
三

菱
電
機
株
式
会
社
、
株
式
会
社
日
立
製
作
所
、
東
芝
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社
、
日
本
オ
ー
チ
ス
・
エ
レ
ベ
ー
タ
株
式
会
社
、

フ
ジ
テ
ッ
ク
株
式
会
社
、
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
ホ
ー
ム
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
株
式
会
社
、
ク
マ
リ
フ
ト
株
式
会
社
、
シ
ン
ド
ラ
ー
エ
レ

ベ
ー
タ
株
式
会
社
、
日
本
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
製
造
株
式
会
社
及
び
サ
イ
タ
工
業
株
式
会
社
）
及
び
そ
の
関
連
会
社
で
あ
っ
て
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
の
保
守
点
検
等
を
行
っ
て
い
る
会
社
（
三
菱
電
機
ビ
ル
テ
ク
ノ
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
及
び
株
式
会
社
日
立
ビ
ル

シ
ス
テ
ム
）
に
再
就
職
し
た
者
の
人
数
を
お
示
し
す
る
と
、
二
名
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
故
の
再
発
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
社
会
資
本
整
備
審
議
会
建
築
分
科
会
建
築
物
等
事
故
・
災
害
対
策
部
会

六



の
報
告
を
踏
ま
え
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
改
正
等
を
行
い
、
建
築
基
準
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
二
条
第
三
項
に
基
づ
く
定
期
検
査
等
の
具
体
的
な
検
査
方
法
等
を
規
定
し
、
平

成
二
十
年
四
月
一
日
に
施
行
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八

号
）
の
改
正
を
行
い
、
駆
動
装
置
又
は
制
御
器
に
故
障
が
生
じ
、
か
ご
の
停
止
位
置
が
著
し
く
移
動
し
た
場
合
等
に
お
い
て

自
動
的
に
か
ご
を
制
止
す
る
装
置
（
以
下
「
戸
開
走
行
保
護
装
置
」
と
い
う
。
）
の
設
置
を
義
務
付
け
、
平
成
二
十
一
年
九

月
二
十
八
日
に
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

シ
ン
ド
ラ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
Ａ
Ｇ
及
び
そ
の
関
連
会
社
が
製
造
し
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
係
る
海
外
に
お
け
る
人
身
事
故

に
つ
い
て
は
、
米
国
及
び
香
港
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
件
の
事
故
が
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
諸
外
国
に
お
け
る
「
二
重
ブ
レ
ー
キ
」
の
設
置
の
義
務
付
け
の
状
況
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。
な
お
、

米
国
に
お
い
て
は
、
米
国
機
械
学
会
が
定
め
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
統
一
的
な
規
格
に
お
い
て
戸
開
走
行
保
護
装
置
の
設
置
に

七



係
る
規
定
が
、
欧
州
連
合
に
お
い
て
は
、
欧
州
標
準
化
委
員
会
が
定
め
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
統
一
的
な
規
格
に
お
い
て
「
二

重
ブ
レ
ー
キ
」
の
設
置
に
係
る
規
定
が
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
の
改
正
に
よ
る
戸
開
走
行
保
護
装
置
の
設
置
の
義
務
付
け
に
関
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
同
改
正
は
、
か
ご
の
戸
及
び
昇
降
路
の
戸
が
開
い
た
ま
ま
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
か
ご
が
昇
降
す
る
こ
と
に
よ
る
事
故
の
発

生
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
事
故
が
戸
開
走
行
保
護
装
置
に
よ
り
防
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て

は
現
時
点
で
は
お
答
え
で
き
な
い
。

つ

な
お
、
当
該
事
故
発
生
前
に
、
か
ご
を
主
索
で
吊
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
お
い
て
、
当
該
事
故
と
類
似
の
態
様
の
事
故
が
発

生
し
て
い
た
と
の
事
実
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

警
察
庁
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
事
故
に
つ
い
て
は
、
警
視
庁
に
お
い
て
現
在
捜
査
中
の
と
こ
ろ
、
当
該
捜
査
の
結
果
を
御

ち
ょ
く

遺
族
に
連
絡
す
る
時
期
を
現
段
階
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
警
視
庁
に
お
い
て
、
捜
査
の
進
捗
状
況
を
、
今

後
の
見
通
し
も
含
め
、
適
時
に
御
遺
族
に
連
絡
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

八



な
お
、
国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
社
会
資
本
整
備
審
議
会
建
築
分
科
会
建
築
物
等
事
故
・
災
害
対
策
部
会
及
び
同
部
会
の

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
に
お
い
て
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
当
該
事
故
に
つ
い
て
審
議
を
行

い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
適
時
に
、
御
遺
族
に
説
明
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
事
故
に
関
し
、
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
に
定
め
る
損

害
賠
償
責
任
を
政
府
が
負
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
同
種
製
品
等
で
、
再
発
可
能
性
の
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
」
が
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
警
察
庁
に
お
い
て
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
の
工
作
物
に
起
因
す
る
事
故
に
関
し
、
都
道
府
県
警
察
が
押

収
し
た
当
該
工
作
物
の
調
査
等
に
関
す
る
要
請
が
国
土
交
通
省
か
ら
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
捜
査
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
協

力
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
警
察
に
対
し
、
通
達
を
発
出
す
る
等
に
よ
り
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

九


